
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年１月２７日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０那第６５号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年７月１２日（月） ０６時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県徳之島町亀徳
かめとく

港口付近 亀徳港南防波堤灯台から真方位３５１°

３００ｍ 

（北緯２７°４４.５′ 東経１２９°０１.６′） 

事故等調査の経過  平成２２年７月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ヨット フェアリーターン、３.５トン 

 ２２０－１５２０１新潟、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底部に破口 

 事故等の経過  本船は、船長１人が乗り組み、船体中央部にあるセンターボードの深さ

が約１.１ｍで、初めて亀徳港に入り、翌日、同港を出航したが、出口を間

違え、リーフに向けて速力約４ノットで北東進中、平成２２年７月１２日

０６時００分ごろ、亀徳港南防波堤の北方のリーフに乗り揚げた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １ 

 その他の事項  船長は、救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、初めて入航した亀徳港から出航中、船

長が出口を間違えてリーフに向けて航行し、同リ

ーフに乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、亀徳港を出航中、船長が出口を間違えてリーフに向

けて航行したため、同リーフに乗り揚げたことにより発生したものと考え

られる。 

 




